
「新規購入」

　　新入学など、通学先が変更となる場合や区間や経由が変更になる場合

「継続購入」

　　現在お持ちの定期券と同区間・同経由で購入する場合

区分 ■通学定期券購入時に必要な書類

■通学証明用学生証
※申込書の学校証明欄に代表者
　の証明印がある場合、代用可

■現在お持ちの定期券
　※期限切れの場合は、通用期間終了後から2ヶ月以内のもの

■学生証

　※ただし、有効期間が4月30日を超えない場合は、
　　現在お使いの定期券のみで発売可

①新規購入
　(区間や経由変更を含む)

②年度内の継続購入

③進級時の
　年度またぎの継続購入

④進級後の
　最初の継続購入

■通学証明書
　※学校長の印あり

■現在お持ちの定期券
　※期限切れの場合は、通用期間終了後から2ヶ月以内のもの

■現在お持ちの定期券
　※期限切れの場合は、通用期間終了後から2ヶ月以内のもの

■学生証

または

通学定期券をご利用のお客様へ  

③ 
進級時の 

年度またぎの継続購入 
【旧通学定期券および学生証】 

② 
年度内の 
継続購入 

【旧通学定期券必要】 

7/84/8～ 1/8～ 

★通学定期乗車券の購入時の具体例 

① 
新規購入 

(区間や経由変更を含む) 

【通学証明 必要】 

④ 

進級後の 
最初の継続購入 

【旧通学定期券および学生証】 

翌7/8～ 4/1～ 

■通学証明書や学生証は、購入時点で有効なものが必要です。 
■発売区間は通学証明書に記載された区間です。 
■発売区間の延長や分割はできません。 

※申込書の学校証明欄に代表者の証明印がある場合、代用可 



◆通学区間（乗車区間）について

通学区間は自宅の最寄駅・バス停と学校の最寄駅・バス停で、通学証明書に記載されている区間です。

自宅最寄駅 学校最寄駅

◆IC定期券のご案内　～IC定期なら、紛失・盗難の場合に再発行ができます～

　

◆U‐15（アンダーじゅうご）定期券のご案内

学 校 

自宅 

三宮 

湊川公園 

西神中央 県庁前 

 (例) 区間の延長や、分割はできません 

・IC定期券対応のPiTaPaカード/ICOCAに定期券を載せることができます。 

・磁気定期券とPiTaPaカード/ICOCAを定期券発売所までお持ちいただければ、 

 手数料無料で発行替いたします。 

・記名人ご本人以外は、ご利用いただけません。 

・他の乗車券と併用したり、乗り越した際に不足分を現金で精算することはできません。 

・PiTaPaカード自体の有効期限が過ぎると、IC定期券も利用できなくなります。 

 期限終了前に、更新手続きをしてください（手数料無料）。 

・キッズ(小学生用)カードの有効期限は満12歳の3月末までです。 

 更新後のジュニア(中学生)のカードに小児用定期券を発行替することはできません。 

・こどもICOCAの有効期限は満12歳の3月末までです。 

 普通ICOCAに小児用定期券は発行替することはできません。 

 

・IC定期券は再発行が可能です。（手数料・身分証明書などの本人確認書類が必要です） 

【PiTaPa定期券の場合】 

・紛失盗難デスク（PiTaPa・カード会社）への届出後、一旦、磁気定期券にて再発行 

 いたします。（同一の定期券の再発行は1回のみ。PiTaPaカード再発行後、ＩＣ定期券 

 に発行替いたします。） 

【ICOCA定期券の場合】 

・地下鉄各駅窓口にて紛失再発行登録を行ってください。 

 紛失再発行登録日の翌日以降に定期券発売所窓口で再発行いたします。 

（登録票・手数料・デポジット・身分証明書などの本人確認書類が必要です。） 

 

※ 磁気定期券は、紛失・盗難された場合でも再発行はいたしません 

中学生以下の人を対象に、塾や習い事などで地下鉄を利用する場合、希望する区間・経路が選べる

「U-15定期券」を発売しています。（「U-15定期券」は市営地下鉄区間に限り発売します。） 

 

☆新規購入や進級時における年度またぎの継続購入には、在籍または年齢がわかる公的書類が必要

です。 

（学生証、通学証明書、住民票、健康保険証、パスポートなど） 
 

（取扱い定期券発売所） 

市営地下鉄三宮駅・新長田駅・名谷駅・西神中央駅および神戸駅前の各定期券発売所 

※神鉄湊川駅、阪神御影駅および他社の定期券発売所では取り扱っておりません。 


